
  

 

令和 6 年 10 ⽉ 7 ⽇ 
報 道 発 表 資 料 
 川崎市（経済労働局）  

 

 
 
 

 川崎市消費者⾏政センターでは、地域と消費者⾏政センターの橋渡し役となっていただく「消費⽣
活サポーター」養成講座の参加者を募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 日時・会場  

●日時   1日⽬ 令和6年12⽉02日（⽉）13:30〜16:30 
2日⽬ 令和6年12⽉11日（⽔）13:30〜16:30 

※消費⽣活サポーターとして市に登録いただくためには、全2回の講座を受講していただく必要があります。 

●会場   川崎市総合自治会館 大会議室 
（川崎市中原区小杉町3丁目600番コスギサードアヴェニュー4階） 

 
２ 内  容  

・悪質商法などの最近の消費者トラブルの事例と対処⽅法 
・消費者が契約について知っておくべき基本的な法律知識 
・「消費⽣活サポーター」としての役割・心構えとコミュニケーションなど 

 
３ 対  象 

市内在住・在勤・在学の18歳以上（令和7年3⽉末現在）の⽅ 
 
４ 定員人数 

50名 
 
５ 申込方法 

申込フォームもしくは電話 
10⽉21⽇（⽉）から11⽉22⽇（⾦）までにお申込み（先着順） 
（申込先︓消費⽣活サポーター養成講座事務局 080-7155-5502） 
詳細は、チラシ及び川崎市消費者⾏政センターのホームページを御覧ください。 

 
６ その他 

参加費無料 
問合せ先︓川崎市経済労働局産業政策部消費者⾏政センター ⽯渡 

電話（044）200－2261 

消費者⾏政センター 
キャラクター「てるみ〜にゃ」 

＜消費生活サポーターとは＞ 
地域において、消費⽣活に関する⾒守りや知識を広げる担い⼿として、御⾃⾝のライフスタイル

や経験に合わせ、ボランティアとして活動していただくサポーターのことです(公的資格を付与するもので
はありません)。令和6年10⽉現在、約120名の⽅に地域で御活躍いただいています。 

地域の集まり等で、消費者トラブル等の話題を取り上げる。 など 
⾝近な⽅との会話の中で消費者トラブルの話を聞いたら、センターの窓口を紹介
し、相談を勧める。 など 
啓発冊⼦や出前講座等で消費者問題等についての知識を学ぶ。 など 

ホームページ 






